
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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③標準的画地の形状等

④地域的特性　
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(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
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の等
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①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格
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100
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100
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　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
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100
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補
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標
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

店舗兼事務所 店舗、事業所のほか空地
も見られる路線商業地域

小田急町田1.5 ㎞

特記すべき事項はない １６ｍ市道 小田急町田　北西方
1.5 ㎞

利便性に優れる平坦地への需要は底堅いが、総額、部屋数の確保等需
要者の希望に対応したバス便、丘陵地の物件にも需要が認められる。

特段の変動要因はない。

個別的要因に変動はない。

町田駅前から続く幹線道路沿いの路線商業地域で、特別な変動要因はなく概ね現状を維持するものと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

基準地は幹線道路沿いにあって視認性が高く、前面道路は町田市の中心市街地に通じ、低層店舗や事業所のほか、店舗
兼共同住宅等も観察される。需要者は、同一需給圏内の類似地域の投資採算性を反映した取引事例から求めた比準価格
並びに地域の賃料水準を反映した収益価格を重視するものと把握され、両者の相対的信頼性は高いと判断し、両価格を
関連付け、公示価格を規準とした価格及び指定基準地との検討等を踏まえ、鑑定評価額を決定した。

同一需給圏は町田市及び周辺多摩地区を結ぶ比較的広い道路沿いの路線商業地域である。土地の需要者は地縁を有する
個人や法人、路線を通過する車両数に着目して賃貸用物件の建築を企図する事業者等である。駅徒歩圏又はバス便が多
数ある場合には、景気の変動対策も兼ねて賃貸用共同住宅付店舗等へ建て替える事例も観察される。取引事例は少なく
、建物・敷地規模、用途又は立地・事業主等により取引内容に個別性が認められ、中心となる価格帯は把握しにくい。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

町田(都) －5 9

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 4

令和 4 7 1

令和 4 7 6

町田(都)　5 － 9 東京都 多摩第３ 不動産鑑定士 山口美紀

株式会社緒方不動産鑑定事務所

令和 4 6 23

令和 4 7 5

町田市森野六丁目３５８番３外 264

1：1.5 Ｓ 3

南西16 m

市道

水道、

下水

準住居
(60,200)
準防
高度(2種最高31m)
（その他）

(70,200)

100 100 20 20 中層店舗兼共同住宅地

13 19 250 長方形

準住居
(70,200)
準防
高度(2種最高31m)

中層店舗兼共同住宅地 ない

202,000

131,000

／

／

令和 4 160,000

52,500,000 199,000

□ □■

201,000

町田 5 6

100.0

100.0 101.3

100.0
198,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-1.0

-1.0

-6.0

+10.0

0.0

町田(都) 5 7

286,000

100.0

100.0 144.3

100.0
198,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-7.0

+7.0

+45.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■
199,000

0.0


